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就
学
援
助
制
度
は
、
お
子
さ
ん
を

村
内
小
・
中
学
校
に
在
学
さ
せ
る
保

護
者
で
、
就
学
に
必
要
な
費
用
の
支

出
に
困
難
が
あ
る
場
合
、
村
教
育
委

員
会
に
申
請
し
、
必
要
性
が
認
め
ら

れ
た
保
護
者
に
そ
の
費
用
の
一
部
が

援
助
さ
れ
る
制
度
で
す
。

す
べ
て
の
児
童
生
徒
が
義
務
教
育

を
等
し
く
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
が
、
現
実
的
に
は
、
い
く

つ
か
の
課
題
が
あ
り
、
全
国
的
に
改

善
要
求
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
援
助
の
対
象
者
が
限
定
的
で
あ
る

②
援
助
の
金
額
が
低
い

③
援
助
の
対
象
費
用
が
限
定
的

④
入
学
準
備
費
用
も
入
学
後
の
学
期

終
了
後
の
支
給
と
な
っ
て
い
る

⑤
援
助
認
定
の
た
め
の
い
く
つ
か
の
 

調
査
が
申
請
を
し
づ
ら
く
し
て
い
る

こ
れ
ら
の
改
善
に
向
け
て
議
員
も

取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
が
、
地
方
議

会
と
国
会
の
連
携
で
少
し
づ
つ
改
善

さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

今
年
度
、
村
は
ク
ラ
ブ
活
動
費
、

生
徒
会
費
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費
を
援
助
対

象
費
用
に
し
ま
し
た
。

入
学
準
備
費
用
に
つ
い
て
は
、
国

が
現
在
の
約
２
倍
に
す
る
こ
と
を
決

定
、
支
給
を
入
学
前
に
す
る
こ
と
も

検
討
が
始
ま
り
ま
し
た
。

村
は
現
在
、
東
海
消

防
署
北
側
隣
の
林
地

に
、
２
０
１
９（
平
成

　
）
年
度
末
の
開
館
を

３１め
ざ
し
、（
仮
称
）
歴
史

と
未
来
の
交
流
館
建
設

計
画
を
進
め
て
い
ま
す
。

建
設
の
ね
ら
い
と
し

て
、「
村
の
歴
史
を
伝
承

す
る
と
と
も
に
、
子
ど

も
た
ち
の
学
び
や
体
験

を
創
造
す
る
生
涯
学
習

拠
点
の
場
と
す
る
」
こ

と
が
説
明
さ
れ
て
い
 

ま
す
。

計
画
規
模
は
２
、４
８
０
㎡
、
整
備

費
用
は
約
　
億
円
と
見
込
ま
れ
て
い

１２

ま
す
が
、
村
は
、「
施
設
整
備
に
あ

た
っ
て
は
、
コ
ン
パ
ク
ト
で
機
能
的

な
配
置
と
兼
用
空
間
を
設
け
る
な

ど
、
効
率
的
な
空
間
利
用
を
検
討
し
、

建
設
規
模
や
建
設
費
等
の
コ
ス
ト
抑

制
に
努
め
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

２
０
１
７
（
平
成
　
）
年
度
は
、

２９

デ
ザ
イ
ン
と
技
術
面
の
両
面
に
わ

た
っ
て
詳
細
な
設
計
を
進
め
る
予
定

で
す
。

本
村
は
、
東
日
本
大
震
災
以
前
の

計
画
で
、
役
場
敷
地
内
に
「
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー
」
建
設
が
決
定
し
て
い

ま
し
た
。
当
然
な
が
ら
震
災
か
ら
の

復
旧
・
復
興
が
優
先
さ
れ
、
こ
の
計

画
は
白
紙
に
さ
れ
ま
し
た
。

村
民
の
活
発
な
生
涯
学
習
の
場
で

あ
っ
た
「
中
央
公
民
館
」
も
被
災
し
、

村
は
安
全
対
策
と
し
て
現
在
の
プ
レ

ハ
ブ
建
屋
を
準
備
し
、
変
わ
ら
ぬ
利

用
が
続
い
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
経
緯
も
ふ
ま
え
て
、
ま

た
、
本
村
の
文
明
の
変
遷
・
発
展
の
歴

史
を
、
未
来
へ
ど
う
つ
な
ぐ
か
学
び

交
流
し
、
創
造
す
る
場
と
し
て
の
本

施
設
建
設
の
意
義
は
、
村
民
に
と
っ

て
も
、
村
に
と
っ
て
も
貴
重
且
つ
重

要
な
事
と
し
て
期
待
が
持
て
ま
す
。

 

臨
時
職
員
で
担
任
の
場
合
、
時
給
１
０
０
円
の
引
き
上
げ

３
名
の
正
規
職
員
を
採
用

臨
時
職
員
で
担
任
の
場
合
、
時
給
１
０
０
円
の
引
き
上
げ

名
の
正
規
職
員
を
採

名
の
正
規
職
員
を
採
用

新
年
度
、
幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士

新
年
度
、
幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士

３
月
議
会
の
主
な
任
務
は
、
２
０
１
７
年
度
の
予
算
お
よ
び
、
村
条
例
「
改
正
」
等
の
審
査
で
す
。

こ
れ
ら
審
査
の
視
点
は
、
原
発
に
頼
ら
な
い
地
域
経
済
と
、
福
祉
ゆ
た
か
で
暮
ら
し
や
す
い
ま

ち
づ
く
り
を
ど
う
進
め
る
か
で
す
。
と
り
く
ん
だ
一
般
質
問
や
予
算
審
査
等
の
一
部
に
な
り
ま
す

が
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

今
年
は
、
村
長
選
挙
や
知
事
選
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
新
し
い
首
長
に
求
め
ら
れ
る
の

は
、
悪
政
を
強
行
す
る
国
政
か
ら
住
民
生
活
を
し
っ
か
り
守
る
独
自
の
施
策
を
執
る
と
と
も
に
、

過
酷
事
故
に
な
れ
ば
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
能
な
原
発
を
稼
働
中
止
に
さ
せ
る
意
思
表
明
で
す
。

み
な
さ
ん
の
ご
意
見
に
心
寄
せ
、
引
き
つ
づ
き
力
を
尽
く
し
ま
す
。

本年度は、住民説明と実施設計委託の予定です

原
発
に
頼
ら
な
い
地
域
経
済
と
、
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を

２
０
１
７
年
度
予
算
に
計
上

２
０
１
７
年
度
予
算
に
計
上

２
０
１
７
年
度
予
算
に
計
上

２
０
１
７
年
度
予
算
に
計
上

現
在
、
村
の
職
員
数
４
１
６
人
に
占
め
る
臨
時
職
員
の
割
合
は
、
約
　
％
で
す
。

４５

特
に
、
保
育
所
・
幼
稚
園
、
学
校
給
食
の
調
理
員
さ
ん
な
ど
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

本
来
、
誰
も
が
平
等
に
正
職
員
と
し
て
働
け
る
職
場
で
あ
る
べ
き
で
す
。

待
機
児
童
が
多
く
な
っ
て
い
る
問
題
で
保
育
士
不
足
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
保
育
士
資
格
や
幼
稚
園
教
諭
免
許
を
持
っ
て
い
る
人
自
体
が
少
な
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
重
要
な
仕
事
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
見
合
っ
た
給
与
体
系
に

な
っ
て
い
な
い
こ
と
や
、
過
酷
労
働
で
体
調
を
く
ず
す
な
ど
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
発
達
の
土
台
づ
く
り
、
人
格
形
成
の
基
礎
づ
く
り

に
、
国
は
も
っ
と
人
も
お
金
も
費
や
す
べ
き
で
す
。

本
村
の
子
ど
も
た
ち
に
、
直
接
責
任
を
負
う
村
は
、
勇
気
あ
る
決
断
で
正
規
職
員

の
大
幅
増
に
ぜ
ひ
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
も
の
で
す
。

鳥瞰図より

旧中央公民館旧中央公民館側側

多目的室のイメージ図

〔郷土への誇りや愛着心を育む生涯学習の拠点施設〕
〇東海村の歴史や文化財を将来へ伝承する
〇歴史や自然、文化を楽しみながら学習体験し、未来を拓く力を
　育む
〇遊びや体験を通して、子どもたちの豊かな感性や自立心を育む

〔あらゆる世代が気軽に訪れ、自由に過ごし楽しむことができる施設〕
〇敷地の自然を活かした自由な遊び場
〇日常の憩いの場となる空間
〇幅広い世代が集い・交流できる空間

〔ひとづくり・まちづくりの活力と賑わいにあふれる施設〕
〇地域の歴史や文、自然を守る人たちの活躍
〇青少年育成に関わる人たちの活躍
〇子どもたちを含むあらゆる世代の体験活動、郷土学習による交流

村
の
歴
史
が
わ
か
る
よ
。

遺
物
が
た
く
さ
ん
！

イメージです

例えば、こん
なことも。楽
しく学べる場
があるよ！

施設整備のの基基本方針から施設整備の基基本方針から施設整備の基本方針から施設整備の基本方針から
芋

咽

允

員

鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯

鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯

印
印
印
印
印
印
印
印
印
印
印
印
印
印
印

印
印
印
印
印
印
印
印
印
印
印
印
印
印
印

◇戦争法は廃止に
◇老朽化の東海第二原発は廃炉に
◇日本国憲法を遵守する政治を

【所属】
・文教厚生委員会副委員長
・一般会計予算決算特別委員会
・原子力問題調査特別委員会
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東
海
村
周
辺
の

６
市
村
で
構
成
す

る
「
所
在
地
域
首

長
懇
談
会
」
は
、

原
子
力
安
全
協
定
第
５
条
に
お
け
る

「
新
増
設
等
に
対
す
る
事
前
了
解
」

権
を
他
の
５
市
に
も
拡
大
す
る
こ
と

を
求
め
て
き
ま
し
た
。
原
電
は
、
昨

年
　
月
　
日
、
２
年
９
か
月
ぶ
り
に

１２

２１

「
事
前
了
解
権
の
拡
大
は
困
難
」
と

の
考
え
を
示
し
ま
し
た
。

福
島
原
発
事
故
で
明
ら
か
な
の

は
、
東
海
第
二
原
発
の
事
故
時
、
被

害
を
受
け
、
被
ば
く
し
な
が
ら
避
難

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
東
海

村
民
だ
け
で
は
な
い
こ
と
。

ま
た
、
国
の
避
難
の
考
え
方
が
、

東
海
村
を
含
め
た
半
径
５
キ
ロ
圏
内

約
８
万
人
が
優
先
で
、
同
じ
境
遇
に

あ
る
近
隣
市
は
こ
れ
を
甘
受
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

こ
う
し
た
状
況
で
東
海
村
だ
け
に

再
稼
働
ス
ト
ッ
プ
に
つ
な
が
る
５
条

の
権
限
を
持
た
さ
れ
た
の
で
は
荷
が

重
く
、
周
辺
自
治
体
と
し
て
は
無
力

感
の
み
。
権
限
拡
大
の
要
求
は
、
あ

ま
り
に
当
然
で
す
。

こ
う
し
た
も
と
懇
談
会
は
、
２
月

９
日
、
原
電
社
長
に
「
権
限
拡
大
」

を
求
め
る
「
要
求
書
」
を
改
め
て
提

出
し
ま
し
た
。

大
名
美
恵
子
議
員
　
①
要
求
通
り

の
回
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、

再
稼
働
は
認
め
ら
れ
な
い
と
意
思
表

示
す
べ
き
　
②
国
内
初
の
原
子
力
誘

致
、
原
発
稼
働
の
本
村
と
し
て
、「
協

定
の
見
直
し
」
を
実
現
さ
せ
、
全
国

の
教
訓
に
す
べ
き

村
長
　
①
意
思
表
示
は
、
新
基
準

に
基
づ
く
「
規
制
委
員
会
の
審
査
結

果
」「
安
全
協
定
の
見
直
し
」「
広
域

避
難
計
画
の
策
定
」「
住
民
の
意
見
」

 

 

 

な
ど
に
照
ら
し
て
判
断
し
行
う
　
②

要
求
書
へ
の
回
答
を
踏
ま
え
て
、
６

市
村
の
首
長
同
士
で
協
議
し
、
意
思

を
共
有
し
て
見
直
し
に
つ
い
て
は
何

と
か
ま
と
め
て
い
き
た
い
。

昨
年
度
村
は
、
地
域

農
業
を
担
う
経
営
体
や

生
産
基
盤
と
な
る
農
地

を
明
ら
か
に
し
、
農
地

の
集
積
に
取
り
組
む
と

と
も
に
、
人
・
農
地
プ

ラ
ン
の
骨
子
づ
く
り
を

目
標
に
集
落
地
域
等
で

の
話
し
合
い
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。

大
名
美
恵
子
議
員

①
人
・
農
地
プ
ラ
ン

策
定
は
今
後
ど
う
展
開

さ
せ
る
か
　
②
地
権
者

が
土
地
を
手
放
さ
ず
、

耕
作
者
意
欲
も
一
層
喚

起
す
る
村
の
支
援
が
必

要
　
③
集
落
座
談
会
で

課
題
に
あ
が
っ
た
「
担
い
手
対
策
、

農
地
の
整
備
や
集
積
、
農
業
所
得
の

向
上
を
地
域
と
し
て
ど
う
進
め
る

か
」
に
ど
う
対
応
す
る
か
。

建
設
農
政
部
長
　
①
農
業
委
員
会

や
Ｊ
Ａ
と
連
携
し
、
規
模
拡
大
志
向

の
認
定
農
業
者
等
か
ら
用
地
借
り
入

れ
の
要
望
を
把
握
、
集
落
座
談
会
等

に
よ
り
地
権
者
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
や

利
用
権
設
定
等
を
推
進
　
②
農
地
中

間
管
理
事
業
に
よ
る
地
権
者
へ
の
協

力
金
交
付
、
耕
作
者
へ
の
利
用
権
設

定
に
よ
る
補
助
金
交
付
。
新
規
に
集

団
的
農
用
地
に
お
け
る
地
権
者
で
、

農
用
地
と
し
て
耕
作
を
継
続
す
る
場

合
、
協
力
金
を
交
付
　
③
課
題
の
順

位
は
、
農
業
所
得
の
向
上
、
担
い
手

対
策
、
農
地
の
整
備
や
集
積
の
順
。

押
延
地
区
や
豊
岡
地
区
で
は
担
い

手
対
策
が
上
位
、
照
沼
地
区
で
は
農

業
所
得
の
向
上
、
外
宿
１
区
は
農
地

の
整
備
や
集
積
と
な
っ
て
お
り
、
課

題
は
地
域
で
異
な
る
。

 

 

 

昨
年
５
月
か
ら
７
月
に
か
け
て
の

全
国
公
立
学
校
教
頭
会
に
よ
る
「
教

頭
先
生
の
勤
務
実
態
に
関
す
る
調

査
」
で
は
、
副
校
長
・
教
頭
先
生
の
８

割
以
上
が
１
日
当
た
り
　
時
間
以
上

１２

勤
務
で
勤
務
時
間
は
年
々
増
加
。
１

割
弱
は
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
で
き

て
い
な
い
、
睡
眠
時
間
は
５
時
間
以

上
６
時
間
未
満
が
最
多
で
半
数
弱
、

５
時
間
未
満
が
２
割
以
上
で
し
た
。

大
名
美
恵
子
議
員
　
①
本
村
の
教

頭
先
生
の
勤
務
実
態
は
　
②
２
０
１

３
年
の
国
際
調
査
で
は
、
日
本
の
教

員
の
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
は

参
加
国
最
長
。
授
業
時
間
は
参
加
国

平
均
よ
り
短
い
一
方
で
部
活
動
は
断

ト
ツ
最
多
。
一
般
的
事
務
事
業
の
時

間
も
多
く
日
本
固
有
の
忙
し
さ
が
あ

る
。
村
教
委
と
し
て
、
関
係
機
関
に

改
善
を
求
め
る
べ
き
。

教
育
長
　
①
教
頭
は
教
育
内
容
の

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
保
護
者
対
応
、
地

域
対
応
、
予
算
執
行
管
理
、
職
員
へ

の
助
言
、
校
舎
内
外
の
環
境
整
備
な

ど
、
学
校
運
営
管
理
に
関
す
る
全
て

を
把
握
で
き
る
立
場
。
教
育
者
・
管

理
者
と
し
て
の
総
合
力
を
高
め
る
上

で
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
。
年
休
の

取
得
率
は
、
年
間
平
均
７
日
く
ら
い
。

今
朝
も
東
海
中
の
教
頭
先
生
は
７

時
　
分
に
は
立
哨
指
導
に
立
っ
た
。

２０
退
勤
時
刻
が
夜
８
時
以
降
に
な
る
現

実
か
ら
、
教
頭
先
生
の
心
身
の
健
康

管
理
も
含
め
て
教
職
員
の
勤
務
実
態

調
査
を
行
う
。
結
果
を
踏
ま
え
行
政

で
で
き
る
こ
と
は
行
政
で
行
う
改
善

等
に
つ
い
て
、
教
頭
会
等
で
話
し

合
っ
て
い
く
。

②
教
職
員
の
働
き
方
改
革
を
す
す

め
、
県
や
町
村
教
育
長
会
議
等
で
勤

務
改
善
策
を
提
案
し
て
い
き
た
い
。

安
全
協
定
５
条
権

限
拡
大
の
実
現
を

安
全
協
定
５
条
権

限
拡
大
の
実
現
を

農業者を中心に、地域の実情に合った
人・農地プランを作成する
農業者を中心に、地域の実情に合った
人・農地プランを作成する ー建設農政部長ー建設農政部長

（
問
）
教
頭
先
生
の
勤
務
実
態
は　
（
答
）
7
時
20
分
に
は
も
う
立
哨
指
導

（
問
）
教
頭
先
生
の
勤
務
実
態
は　
（
答
）
7
時
20
分
に
は
も
う
立
哨
指
導

※「事前了解権」の拡大はありません。
※項目のみの掲載となります。

原電の回答　（３月24日）

２．現行協定の諸規定改定
①「使用済み核燃料の貯蔵施設」を対象施
設に追加すること

②６市村について新増設等に関する事業者
による事前説明と事業者に対し意見を述
べる権限を追加すること

③安全上の措置の内容として安全対策の強
化を追加すること

④廃止措置計画に関する事前説明を追加す
ること

⑤安全確保のために講じた措置の内容に関
する説明を追加すること

１．新協定の締結（案）
６市村同等の権限として
①事前説明および意見交換すること
②合意形成のための協議会の開催を求める
こと

③協議会での議論の結果、事業者は適切な
対応を講ずること

地
域
の
実
情
に
合
っ
た
人
・
農
地

プ
ラ
ン
の
作
成
が
重
要
な
た
め
、
農

村内の農地すべてを色別により活用法を分類したマップ

業
者
を
中
心
に
地
域
に
軸
足
を
置
い

た
議
論
を
行
っ
て
い
く
。

 

紫　色＝引きつづき自ら耕作する
赤紫色＝後継者に委譲する
黄緑色＝既に他の人に貸して耕作を継続する
青　色＝貸したい
青紫色＝売りたい
エメラルドグリーン＝その他
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東
電
福
島
第
一
原
発
の
事
故
に
よ

る
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト（
※
）は
、
原
発
の

爆
発
事
故
後
、
２
０
１
１
年
３
月
　１５

日
と
　
日
に
放
射
性
物
質
が
放
出
さ

２１

れ
、
広
範
囲
に
拡
散
し
た
こ
と
に
よ

り
発
生
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
＝
原
発
事
故
の

影
響
で
局
地
的
に
放
射
線
量
が
高

く
な
っ
て
い
る
地
点
・
地
域
の
こ
と

東
海
村
に
も
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
が

各
所
に
出
現
し
、
村
で
は
、
豊
岡
な

ぎ
さ
の
森
、
真
崎
古
墳
群
、
阿
漕
ヶ

浦
公
園
、
石
神
城
址
公
園
、
白
方
公

園
、
平
原
南
部
工
業
団
地
内
公
園
の

除
染
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
敷
地
内
に
保
管
し
て
い
ま
す
。

保
管
状
況
は
、
除
染
し
た
土
壌
、
草

木
を
そ
れ
ぞ
れ
フ
レ
シ
キ
ブ
ル
コ
ン

テ
ナ
バ
ッ
ク
に
詰
め
て
重
ね
、
全
体

の
表
面
を
遮
蔽
す
る
意
味
で
、
汚
染

さ
れ
て
い
な
い
土
を
フ
レ
コ
ン
バ
ッ

ク
に
詰
め
た
も
の
で
覆
い
、
さ
ら
に

遮
水
シ
ー
ト
を
か
ぶ
せ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
除
染
廃
棄
物
の
放
射
能

濃
度
は
、
国
が
定
め
た
指
定
廃
棄
物

（
８
、０
０
０
ベ
ク
レ
ル
）以
下
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在
の
濃
度
は

測
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

今
回
村
は
、
こ
の
６
箇
所
に
分
散

保
管
さ
れ
た
除
染
廃
棄
物
を
、
１
カ

所
に
ま
と
め
て
保
管
す
る
施
設
の
建

設
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
２
０
１
７

年
度
予
算
に
は
、
設
計
委
託
予
算
が

計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。
候
補
地
は
、

３
ヶ
所
ほ
ど
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
 

ま
す
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
 

せ
ん
。

（左、写真）四訂版２０１１年９月１１日（初版４月２１日）
著　　者：早川由紀夫（群馬大学）
地図製図：萩原佐知子
背景地図：Google Maps
この地図の作成には、文部科学省科学研究費補助金「インターネッ
トを活用した情報共有による新しい地学教育」（番号２３５０１００７）を
使用しました。

６ヶ所を合計した除染廃棄物の量
土　壌　４，４５９㎥　　草　木　２，４３９㎥

合 計 ６，８９８㎥

〇
重
点
施
策
の
第
１
に「
子
育
て
支
援
」

を
掲
げ
た
点
。

た
だ
し
、
２
０
１
７
年
度
ス
タ
ー

ト
さ
せ
る
「
子
育
て
世
代
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
」
関
連
事
業
は
、　
年
の

１６

母
子
保
健
法
改
正
に
よ
り
法
定
化

（
今
年
４
月
施
行
）
さ
れ
、
地
域
の

実
情
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
、　
年
２０

度
末
ま
で
に
全
市
町
村
で
設
置
す

る
努
力
が
求
め
ら
れ
た
事
を
受
け

て
の
も
の
で
す
。

村
は
こ
の
間
、
本
村
の
独
自
性
で

運
営
し
て
き
た
学
童
保
育
を
短
期

間
の
う
ち
に
民
間
企
業
に
委
託
し
、

学
校
や
保
育
所
の
給
食
調
理
も
民

間
委
託
を
強
行
し
ま
し
た
。
こ
れ

ら
は
「
子
育
て
支
援
」
の
重
点
化
と

は
相
反
す
る
矛
盾
点
と
言
え
ま
す
。

重
要
な
の
は
、
国
に
言
わ
れ
る
ま

ま
の
施
策
化
だ
け
で
な
く
、
現
在

行
っ
て
い
る
子
ど
も
の
医
療
費
無

料
化
を
高
校
卒
業
ま
で
引
き
上
げ

る
こ
と
や
、
学
校
給
食
費
の
保
護
者

負
担
分
（
多
少
の
補
助
は
あ
る
）
の

無
料
化
等
、
他
に
学
び
つ
つ
村
の
独

自
性
を
強
化
す
る
こ
と
で
す
。

〇
重
点
施
策
の
第
４
に
「（
仮
称
）
歴

史
と
未
来
の
交
流
館
」
の
建
設
を
掲

げ
た
点
。

施
設
の
運
営
イ
メ
ー
ジ
は
、
全
国

的
に
も
稀
な
「
本
村
の
歴
史
や
文
化

財
を
次
世
代
へ
引
き
継
ぐ
と
と
も

に
、
子
ど
も
た
ち
の
自
主
性
や
自
立

性
を
育
む
拠
点
」
と
い
う
有
意
性
を

持
た
せ
て
い
る
点
は
重
要
で
す
。

こ
う
し
た
有
意
性
を
持
つ
施
設

と
い
う
意
味
で
は
、
単
に「
箱
も
の
」

行
政
と
み
る
の
で
は
な
く
、
例
え
ば

厚
生
労
働
省
の
「
子
ど
も
一
人
ひ
と

り
の
育
ち
を
社
会
全
体
で
応
援
す

る
」
場
の
一
つ
と
し
て
、
ま
た
学
習

指
導
要
領
の
「
生
き
る
力
」
を
、
学

校
外
で
育
む
場
と
し
て
貴
重
で
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
村
の
歴
史
を

知
り
、
見
て
、
学
び
活
か
し
な
が
ら

す
す
め
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と

し
て
い
く
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
に

豊
か
な
体
験
を
提
供
で
き
る
も
の

と
期
待
す
る
も
の
で
す
。

議
会
は
議
案
審
議
で
、
本
交
流
館

建
設
構
想
に
つ
い
て
、「
住
民
へ
の

説
明
を
十
分
行
い
、
並
行
し
て
施
設

運
営
の
具
体
化
を
十
分
検
討
す
る
」

こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は

当
然
で
す
し
、
経
費
節
減
に
努
力
す

る
の
は
そ
も
そ
も
の
仕
事
で
す
。

◆
本
村
は
、
ど
ん
な
事
業
に
で
も
使
用

で
き
る
貯
金
が
約
　
億
円
、
借
金
返

６５

済
に
困
っ
た
時
に
使
う
貯
金
が
約

　
億
円
あ
り
ま
す
。

２２
村
の
将
来
を
見
据
え
て
の
預
貯

金
は
一
定
は
必
要
で
す
。
し
か
し
、

山
田
村
長
が
強
引
に
廃
止
し
た
「
介

護
保
険
利
用
料
助
成
」
や
「
後
期
医

療
保
険
料
助
成
」
制
度
を
無
く
さ
な

け
れ
ば
積
み
立
て
ら
れ
な
い
と
い

う
状
況
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

村
長
の
「
村
民
は
豊
で
困
っ
て
い

な
い
。
住
民
に
直
接
助
成
す
る
こ

と
は
好
ま
し
く
な
い
」
と
い
う
思
想

は
改
め
る
べ
き
で
す
。

こ
ん
な
に
国
政
が
住
民
に
冷
た

く
負
担
を
増
や
す
ば
か
り
の
時
に
、

村
ま
で
〝
切
り
捨
て
〟
の
政
治
を

行
っ
て
は
住
民
は
暮
ら
し
て
い
け

ま
せ
ん
。

　
年
度
予
算
で
は
、
こ
う
し
た
住

１７
民
に
直
接
補
助
し
暮
ら
し
を
支
援

す
る
施
策
の
復
活
や
大
胆
な
新
設

が
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

◆
茨
城
租
税
債
権
管
理
機
構
へ
の
負

担
金
支
出
と
職
員
派
遣
は
、
以
後
辞

退
す
べ
き
で
す
。
機
構
の
強
引
な

取
り
立
て
に
よ
り
、
そ
の
後
の
生
活

が
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
と
い
う

訴
え
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
関
連
事
業
は
、

徴
税
強
化
と
社
会
保
障
給
付
抑
制
、

国
民
の
情
報
掌
握
な
ど
が
狙
わ
れ

た
も
の
で
、
番
号
制
度
運
用
か
ら
撤

退
す
べ
き
で
す
。

◆
産
学
官
連
携
に
よ
る
原
子
力
人
材

育
成
・
確
保
支
援
業
務
は
、
核
燃
料

サ
イ
ク
ル
の
推
進
が
前
提
で
必
要

と
な
る
原
子
力
関
連
の
人
材
育
成

や
確
保
で
す
。
原
発
の
廃
炉
作
業
、

廃
棄
物
問
題
に
関
す
る
人
材
育
成

と
確
保
に
限
定
す
べ
き
で
す
。

◇
除
染
土
壌
等
保
管
施
設
建
設
で
は
、

住
民
に
対
す
る
十
分
な
事
前
説
明

と
合
意
を
う
る
こ
と
。

◇
就
学
援
助
制
度
の
入
学
準
備
金
を

入
学
前
に
支
給
す
る
こ
と
。

◇
学
校
・
幼
稚
園
の
普
通
教
室
に
エ
ア

コ
ン
を
設
置
し
、
教
育
環
境
の
整
備

を
図
る
こ
と
。

評
価
で
き
る
と
判
断
し
た
点

容
認
で
き
な
い
と
判
断
し
た
点

努
力
す
べ
き
と
判
断
し
た
点

福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト

除
染
廃
棄
物
の
保
管
施
設
を
建
設
予
定

福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト

除
染
廃
棄
物
の
保
管
施
設
を
建
設
予
定

ー
２
０
１
９
年
茨
城
国
体
開
催
ま
で
に

ー

ー
２
０
１
９
年
茨
城
国
体
開
催
ま
で
に

ー

２
０
１
７
年
度
予
算
審
査
の
結
果

住
民
生
活
を
支
援
し
評
価
で
き
る
も
の
も
あ
り

ま
し
た
が
、
暮
ら
し
を
脅
か
す
予
算
が
あ
り
、

全
体
と
し
て
反
対
し
ま
し
た

住
民
生
活
を
支
援
し
評
価
で
き
る
も
の
も
あ
り

ま
し
た
が
、
暮
ら
し
を
脅
か
す
予
算
が
あ
り
、

全
体
と
し
て
反
対
し
ま
し
た
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昨年３月議会
から今年の３
月議会まで、
全５議会で行
われた各議員
の一般（代表）
質問の回数に
ついてお知ら
せします

昨年３月議会
から今年の３
月議会まで、
全５議会で行
われた各議員
の一般（代表）
質問の回数に
ついてお知ら
せします

 

人
口
割
合
が
多
く
な
る
　
歳
以
上

７５

の
高
齢
者
に
対
し
、
健
診
を
は
じ
め

国
保
と
の
違
い
を
明
確
に
し
、
い
か

に
費
用
を
か
け
な
い
制
度
に
す
る
か

が
狙
わ
れ
た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

で
す
が
、
本
村
は
全
国
に
先
駆
け
て

後
期
医
療
保
険
料
サ
ポ
ー
ト
事
業
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
２
０

１
３
年
９
月
に
山
田
村
政
に
代
わ
っ

て
か
ら
す
ぐ
に
、「
行
革
推
進
」
が
強

調
さ
れ
、
サ
ポ
ー
ト
事
業
は
２
０
１

 

 

 

安
倍
晋
三
政
権
が
２
０
１
８
年
度

の
開
始
を
予
定
す
る
「
国
保
の
都
道

府
県
単
位
化
」
は
、
こ
れ
ま
で
市
町

村
が
独
自
に
決
め
て
い
た
保
険
料
を

「
統
一
」
さ
せ
る
動
き
を
加
速
さ
せ

る
も
の
で
す
。
高
い
保
険
料
が
住
民

に
一
律
に
押
し
付
け
ら
れ
る
危
険
も

強
ま
っ
て
お
り
、
保
険
料
ア
ッ
プ
を

許
さ
な
い
世
論
と
運
動
を
広
げ
る
こ

と
が
急
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

保
険
証
が
あ
っ
て
も
、
本
人
負
担

が
原
則
３
割
と
い
う
医
療
機
関
の
窓

口
負
担
に
よ
っ
て
、
受
診
を
た
め
ら

い
手
遅
れ
に
な
る
人
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
原
則
無
料
が
主
流
の
欧
州

諸
国
と
比
べ
て
、
日
本
の
負
担
は
高

す
ぎ
ま
す
。
窓
口
負
担
引
き
下
げ
は

切
実
な
課
題
で
す
。

国
民
の
生
存
権
保
障
と
、
国
に
社

会
保
障
増
進
の
責
務
を
求
め
た
憲
法

　
条
に
も
と
づ
く
政
治
を
実
現
す
る

２５こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

本
村
は
、
来
年
度
の
県
単
一
化
に

向
け
て
、
保
険
税
の
急
激
な
高
騰
を

避
け
る
た
め
と
し
て
、
こ
の
間
段
階

的
に
引
き
上
げ
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。
来
年
度
は
こ
の
計
画
の
最
終
引

き
上
げ
の
年
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

懸
念
さ
れ
て
き
た
保
険
料
の
「
統

一
」
と
、
市
町
村
の
一
般
会
計
か
ら

の
「
繰
り
入
れ
が
出
来
な
く
な
る
」

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
全
国
各
地

の
強
い
反
対
の
声
を
受
け
て
、
国
は

当
面
こ
れ
ま
で
通
り
、
市
町
村
の
判

断
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
ま
す
ま
す
「
医
療
の
自
己

責
任
」
化
が
強
め
ら
れ
ま
す
。
力
を

合
わ
せ
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

　安倍内閣は、1 月 20 日に開会された第 193 通常国会（～ 6/18 まで
150 日間予定）において、国民・患者、利用者に負担増、給付削減を強
いる医療・介護のさらなる改悪をねらっています。
　これ以上命は削らせない！「負担増」「給付削減」はストップの声を
大きく広げましょう。

要介護１、２のデイサービスな
どを市町村の「総合事業」に移
す方針です。これにより、利用
回数が減らされたり、ボラン
ティアに置き換えられることに
なります。

現在、子ども医療費の窓口無料
を行う自治体に対し、国が補助
金を減額する罰則があります。
自治体の反対をうけ、未就学児
に限り罰則の廃止の方向。しか
し、みんなの願いは国の責任で
中学卒業まで、すべての子ども
の医療費無料化です。

すでに湿布の１処方あたりの枚
数制限が実施されています。今
後湿布やうがい薬、痛み止めな
どを保険から外すことが検討さ
れています。 ※中央社保協発行のチラシより抜粋

社会保障は国の責任です！

諌

間

還

閑

貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫

貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫

鑑
鑑
鑑
鑑
鑑
鑑
鑑
鑑
鑑
鑑

鑑
鑑
鑑
鑑
鑑
鑑
鑑
鑑
鑑
鑑

２０１８年度予算における
一般会計からの繰入金　２億８０００万円
国保における軽減世帯割合は、４６.６％
  （２０１６年度ベースで）　　
　　　　　資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証ののののののののののののののののののののの発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行ははははははははははははははははははははは

止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめさささささささささささささささささささささせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせままままままままままままままままままままましししししししししししししししししししししょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょううううううううううううううううううううう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
　資格証明書　２４世帯２５人に発行
　短期保険証　３７０人に発行
　　（２０１７年度の国保証発行時）
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会
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整
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社
会
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は
、
国
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ゆ
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

２
０
１
７
年
度
か
ら
村
民
の
負
担
増
が
ス
タ
ー
ト
！

ど
う
な
る
？

国
民
健
康
保
険
制
度

ど
う
な
る
？

国
民
健
康
保
険
制
度

運
営
主
体
を
茨
城
県
に
移
管

運
営
主
体
を
茨
城
県
に
移
管

５
年
度
か
ら
、
介
護
保
険
利
用
料
補

助
事
業
と
と
も
に
、
一
方
的
に
廃
止

さ
れ
ま
し
た
。

国
の
悪
政
を
緩
和
す
る
独
自
施
策

を
一
方
的
に
打
ち
切
る
本
村
の
や
り

方
も
相
当
強
引
で
す
。

国
は
、
制
度
実
施
後
　
年
目
と
な

１０

る
２
０
１
７
年
度
か
ら
見
直
し
を
進

め
る
と
の
こ
と
で
す
。
村
民
の
負
担

増
が
あ
る
の
か
心
配
で
す
。
見
直
し

の
内
容
及
び
村
民
へ
の
影
響
に
つ
い

て
質
問
し
た
結
果
左
記
の
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

平
成
　
年
度
の
保
険
料
の
軽
減
廃
止

３０

に
伴
い
、影
響
を
受
け
る
被
保
険
者
は
、

●
所
得
割
額
の
軽
減
＝
被
保
険
者

数
の
約
８
％
程
度

●
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者

へ
の
軽
減
＝
全
体
の
被
保
険
者

の
約
８
％
程
度

（敬称略）（ 回 ）
舛井　文夫（議長）
岡崎　　悟　３
鈴木　　曻　１
村上　邦男　１
飛田　静幸　２
大内　則夫　２
越智　辰哉　２
河野　健一　２
武部　慎一　５
吉田　充宏　２
寺門　定範　２
笹島　士郎　３
新垣麻依子　５
植木　伸寿　５
江田　五六　４
恵利　いつ　５
村上　　孝　４
阿部　功志　５
清宮　壽子　５
大名美恵子　５

 

 

 

　「思想・良心の自由、表現の自由を侵す共謀罪立法」には、絶対反
対です。力を合わせ廃案にしましょう。

共謀罪は廃案に！

☆
２
０
１
７
年
度
の
保
険
料
は
、　
年
１６

度
と
同
じ
で
均
等
割
額
３
万
９
、５

０
０
円
、
所
得
割
額
８
％
。

２
０
１
７
年
度
の
主
な
見
直
し

（
１
）
保
険
料
軽
減
制
度
の
「
改
正
」

①
保
険
料
の
均
等
割
額
＝
５
割
軽
減

と
２
割
軽
減
の
判
定
基
準
所
得
の

拡
大
が
行
わ
れ
、
軽
減
世
帯
が
増

え
る
。９
割
軽
減
と
　
割
軽
減
に
つ

８.５

い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
継
続
。

②
保
険
料
の
所
得
割
額
＝
基
礎
控
除

後
の
総
所
得
金
額
等
が
　
万
円
以

５８

下
の
場
合
、
現
行
の
５
割
軽
減
か

ら
２
割
に
改
悪

※
村
民
へ
の
影
響
と
し
て
は
最
大

で
年
間
１
万
３
９
２
０
円
、
月

当
た
り
１
１
６
０
円
の
負
担
増

が
見
込
ま
れ
る
。

③
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
に
対

す
る
軽
減
特
例
措
置
＝
所
得
割
額
の

負
担
は
な
い
が
、
均
等
割
額
は
９
割

軽
減
か
ら
７
割
軽
減
に
負
担
増
。

保
険
料
は
年
間
３
９
０
０
円
か
ら

年
間
１
万
１
８
０
０
円
と
な
り
、

年
間
７
９
０
０
円
、
月
当
た
り
 

６
５
８
円
の
負
担
増
。

（
２
）
高
額
療
養
制
度
の
「
改
正
」

所
得
区
分
が
低
所
得
者
２
と
低
所

得
者
１
の
方
は
変
更
な
し
。

被
保
険
者
数
の
最
も
多
い
区
分「
一

般
」
に
限
定
し
て
見
て
み
る
と
…

外
来
＝
自
己
負
担
限
度
額
が
平
成

　
年
８
月
か
ら
、月
額
１
万

２９２
０
０
０
円
か
ら
月
額
１
万

４
０
０
０
円
に
負
担
増
。

入
院
＝
自
己
負
担
限
度
額
が
平
成

　
年
８
月
か
ら
、月
額
４
万

２９４
４
０
０
円
か
ら
月
額
５
万

７
６
０
０
円
に
負
担
増
。

※
今
回
の
「
改
正
」
は
、
低
所
得
者
へ
の

配
慮
は
継
続
し
つ
つ
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
持
続
可
能
性
を
高
め
る
た

め
と
し
て
、
世
代
間
、
世
代
内
の
負
担

の
公
平
や
負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担

を
求
め
る
観
点
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
国
民
の
負
担
を
増
や
し
て

「
制
度
を
維
持
」
す
る
も
の
で
す
が
、

本
来
は
、
国
や
行
政
の
大
は
ば
負
担

金
支
出
に
よ
り
賄
う
べ
き
も
の
で
す
。

２
０
１
８（
平
成
　
）年
以
降
の
動
き

３０

・
保
険
料
の
所
得
割
額
の
軽
減
に
つ

い
て
は
、
平
成
　
年
度
は
廃
止

３０

・
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
へ

の
軽
減
特
例
は
、
平
成
　
年
度
は

３０

均
等
割
額
が
５
割
軽
減
に
。
平
成

　
年
度
以
降
は
、
資
格
取
得
後
２

３１年
間
は
均
等
割
額
の
５
割
軽
減
が

維
持
さ
れ
る
が
、
３
年
目
以
降
は

軽
減
廃
止
。

・
所
得
割
額
に
つ
い
て
は
今
後
、
賦

課
開
始
時
期
の
検
討
が
行
わ
れ
る
。

・
高
額
療
養
費
は
、
所
得
区
分
一
般
の

外
来
自
己
負
担
限
度
額
が
平
成
　
年
３０

８
月
か
ら
月
額
１
万
４
０
０
０
円
か

ら
１
万
８
０
０
０
円
に
負
担
増
。

・
現
役
並
み
所
得
者
は
、
外
来
医
療

費
の
高
額
療
養
費
の
算
定
基
準
を

廃
止
し
た
上
で
所
得
区
分
を
細
分

化
し
、
各
区
分
に
算
定
基
準
額
が

設
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
現
役
世
代

と
同
様
の
区
分
に
な
る
。


